
 

 

平成 26 年 12 月 25 日 

各   位 

 

会 社 名         株式会社 みちのく銀行 

代 表 者 名         取締役頭取 髙田 邦洋 

コ ー ド 番 号         8350 東証第一部 

問 合 せ 先         常務執行役員経営企画部長 岩岡 高徳 

  （TEL 017－774－1116） 

 

 

みちのくリースみちのくリースみちのくリースみちのくリース株式会社株式会社株式会社株式会社のののの株式株式株式株式のののの取得取得取得取得（（（（子会社化子会社化子会社化子会社化））））にににに関関関関するするするする基本合意書締結基本合意書締結基本合意書締結基本合意書締結ののののおおおお知知知知らせらせらせらせ    

 

当行は、平成 26 年 12 月 25 日開催の取締役会において、みちのくリース株式会社の株式を取

得し、子会社化することについて決議し、同日付で株式取得に係る基本合意書を締結いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式の取得の理由 

みちのくリース株式会社は、設立以来、当行の取引先を中心にリースを主体とした営業を展開

し、青森県全域をはじめ函館地区及び東北地区に小口分散された債権と中堅・中小企業を中心と

した確固たる営業基盤を持っております。また、平成 18 年 3 月には三井リース事業株式会社（現：

ＪＡ三井リース株式会社）の連結子会社になると共に、同社・当行との 3 社間でのビジネスマッ

チングをはじめとした営業協力に関する業務提携契約を締結し、当行の取引先のニーズに応じて

きました。 

上記業務提携のもと、当行はソリューション提供手段の一つとしてリース取引の提供力強化を

図ってきましたが、当行が今後更に多様化かつ高度化するお客さまのニーズに迅速に応え、総合

的な金融サービスを提供するためには、同社を子会社とし、かつグループ内における中核子会社

として位置づけ、同社の総合リース機能を活用した総合金融サービスを展開していくことが必要

不可欠と判断いたしました。 

みちのくリース株式会社を子会社化することで、グループの連携強化を通じてお客さまに最適

な総合金融サービスを提供し、連結ベースでの収益力を高め、グループの企業価値向上を図って

まいります。 



 

２．異動する子会社（みちのくリース株式会社）の概要 

（１） 名 称 みちのくリース株式会社 

（２） 所 在 地 青森県青森市橋本一丁目 4番 10 号 

（３） 代表者の役職・氏名 

代表取締役社長  屋崎 哲 

代表取締役副社長 本多 俊郎 

（４） 事 業 内 容 総合リース業 

（５） 資 本 金 590 百万円 

（６） 設 立 年 月 日 昭和 53 年 5 月 29 日 

（７） 大株主及び持株比率 

ＪＡ三井リース株式会社 95.0％ 

株式会社みちのく銀行   5.0％ 

（８） 

上場会社と当該会社 

と の 間 の 関 係 

資 本 関 係 

当行は当該会社の発行済株式総数の 5.0％を

保有しております。 

当該会社は、当行の株式を保有しておりませ

ん。 

人 的 関 係 

当行の取締役 1 名が当該会社の監査役（非常

勤）を兼務しております。また、当行は、当

該会社へ出向者 1名を派遣しております。 

取 引 関 係 

当行と当該会社との間には、通常の営業取引

としての貸出取引があります。 

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

 決算期 平成 24 年 3 月期 平成 25 年 3 月期 平成 26 年 3 月期 

 純 資 産 1,704 百万円 2,028 百万円 2,571 百万円 

 総 資 産 19,474 百万円 20,390 百万円 23,024 百万円 

 １ 株 当 た り 純 資 産 3,806 円 5,613 円 8,633 円 

 売 上 高 7,270 百万円 7,681 百万円 8,255 百万円 

 営 業 利 益 604 百万円 498 百万円 635 百万円 

 経 常 利 益 600 百万円 497 百万円 636 百万円 

 当 期 純 利 益 653 百万円 343 百万円 561 百万円 

 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 3,522 円 1,805 円 3,019 円 

 １ 株 当 た り 配 当 金 －円 －円 －円 

（注）上記「1 株当たり配当金」は普通株式に係る配当の状況です。当該会社が発行する普通株式と権利

関係の異なる種類株式（非上場）の 1 株当たり配当金は、平成 24 年 3 月期：19 円 40 銭、平成 25

年 3月期：18 円 40 銭、平成 26 年 3月期：18 円となっております。 

 

 

 



 

３．株式取得の相手先の概要 

（１） 名 称 ＪＡ三井リース株式会社 

（２） 所 在 地 東京都品川区東五反田二丁目 10 番２号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 安田 義則 

（４） 事 業 内 容 

賃貸事業、割賦販売事業、各種ファイナンス事業、その他付帯

事業 

（５） 資 本 金 32,000 百万円 

（６） 設 立 年 月 日 平成 20 年４月１日 

（７） 連 結 純 資 産 176,596 百万円 

（８） 連 結 総 資 産 1,480,530 百万円 

（９） 大株主及び持株比率 

農林中央金庫   33.40% 

三井物産株式会社 31.40% 

（10） 

上 場 会 社 と 

当 該 会 社 の 関 係 

資 本 関 係 

当行は当該会社の発行済株式総数の 0.65％を

保有しております。 

当該会社は、当行の発行済株式総数の 0.30％

を保有しております。 

人 的 関 係 

当行と当該会社との間には、記載すべき人的

関係はありません。また、当行の関係者及び

関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の

間には、特筆すべき人的関係はありません。 

取 引 関 係 

当行と当該会社との間には、通常の営業取引

としての貸出取引があります。 

関連当事者へ

の 該 当 状 況 

当該会社は、当行の関連当事者には該当しま

せん。また、当該会社の関係者及び関係会社

は、当行の関連当事者には該当しません。 

 

４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（１） 異動前の所有株式数 

9,000 株 

（議決権の数：9,000 個） 

（議決権所有割合：5.0％） 

（２） 取 得 株 式 数 

135,000 株 

（議決権の数：135,000 個） 

（３） 異動後の所有株式数 

144,000 株 

（議決権の数：144,000 個） 

（議決権所有割合：80.0％） 

※取得価額につきましては、確定次第お知らせいたします。 



 

 

５．日 程 

（１） 取 締 役 会 決 議 日 平成 26 年 12 月 25 日 

（２） 基 本 合 意書 締 結日 平成 26 年 12 月 25 日 

（３） 株式譲渡契約締結日 平成 27 年 4 月 1日 （予定） 

（４） 株 式 譲 渡 実 行 日 平成 27 年 4 月 1日 （予定） 

 

６．今後の見通し 

本件株式の取得は、平成 27 年 4月 1 日を予定しているため、当期業績に影響を与えるもので

はありませんが、平成 28 年 3月期連結業績予想に折り込む予定であります。 

 

 

以 上 


